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令和２年度 国民健康保険事業報告 
 

【制度の概要】 

 国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤をなす制度として市民の健康

の保持増進に重要な役割を果たしている。しかし、加入者の年齢構成が

高いことなどから医療費が高額となり、一方で所得水準が低い傾向にあ

り保険税の負担が重いといった構造的な課題を抱え運営が不安定となっ

ていた。 

 このような課題に対応し、国民健康保険制度の改善を図るため、国に

よる財政支援が拡充されるとともに、平成30年度からは都道府県が市町

村とともに運営を担い、国民健康保険制度の安定化を図ることとなった。 

 しかし、三木市では、保険税収入の減少等の理由から令和２年度も赤

字決算となっており、大変厳しい財政状況である。兵庫県では負担の公

平性のため県内において同一所得・同一保険料（県内同一保険料）をめ

ざしており、県と市町が共通認識のもと一体となって財政運営の安定化

等を進めていくためにも、国保財政の健全化が喫緊の課題となっている。 

 
 
１ 加入状況 
 

（１）三木市国民健康保険加入状況（各年度末時点） 

（単位：世帯、人、％） 

区分 

 

 

 年度 

総 数 保険加入者 加入率 
 （参考） 

年度平均加入者 

世帯数 人 口 世帯数 
被保険 
者数 

世帯数 
被保険 
者数 

世帯数 
被保険 
者数 

28 33,159 78,516 12,216 20,307 36.8 25.9 12,544 21,055 

29 33,435 78,100 11,768 19,247 35.2 24.6 12,104 19,982 

30 33,729 77,552 11,344 18,375 33.6 23.7 11,670 18,995 

R1 34,033 76,929 11,091 17,707 32.6 23.0 11,262 18,119 

R2 34,242 76,121 10,974 17,276 32.0 22.7 11,119 17,631 

 

 

（２）年齢別加入状況                    令和３年３月末時点 

区分 0～9 
10～

19 

20～

29 

30～

39 

40～

49 

50～

59 

60～

69 

70～

74 
合計 

加入者数 595 813 805 1,084 1,725 1,822 4,802 5,630 17,276 

割合 3.4% 4.7% 4.6% 6.3% 10.0% 10.6% 27.8% 32.6% 100.0% 
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２ 保険給付状況 
 

（１）負担割合 
①義務教育就学前              

８割 
(保険者負担分) 

２割 
(自己負担) 

     

②義務教育就学後～70 歳未満      

７割(保険者負担分) 
３割 

 (自己負担) 
       

③70～74 歳   

８割又は７割 
(保険者負担分) 

２割又は３割負担 
 (自己負担) 

 

（２）高額療養費 

   被保険者が同一月内に受けた治療等で支払った一部負担金が、一

定額を超えたときには、その差額について高額療養費を支給する。 

 

（３）その他の給付 

   ①出産育児一時金の給付 

     被保険者の出産に対して出産育児一時金を支給する。 

     １件当たり ４２０,０００円 

   ※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、１件当たり 

４０４,０００円 

   ②葬祭費の支給 

     被保険者の死亡に対して葬祭費を支給する。 
     １件当たり  ５０,０００円 
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３ 財政状況 
 
（１）決算収支 

   令和２年度における決算状況 

収入総額 ８,９５６,０８８,０４５ 円 

支出総額 ９,２４１,７３３,８３０ 円 

決算収支 △２８５,６４５,７８５ 円 

 
（２）決算収支の推移                （単位：千円） 

年度 収 入 支  出 差 引 

28 １１,１５２,３０６ １１,１４６,９５４ ５,３５２

29 １０,９７２,８０３ １０,８６５,５２９ １０７,２７４

30 ９,６５８,６５８ ９,６７７,２４８ △１８,５９０

R1 ９,２０６,４３７ ９,４０３,８４４ △１９７,４０７

R2 ８,９５６,０８８ ９,２４１,７３４ △２８５,６４６

 

 

 

４ 医療費の状況 
 

 （１）国民健康保険医療費の推移 

   令和２年度医療費総額は、新型コロナウイルス感染症による受診

控えがあったため、前年度の78億1,944万6千円と比べて大きく減

少し、4億4,034万円減の73億7,910万6千円であった。 

                         （単位：千円） 
    区分 
年度  一  般 退  職 医療費総額  

28 
（101.1％） (42.5％) (97.9％) 

8,072,937 196,353 8,269,290 

29 
（99.7％） (47.1％) (98.4％) 

8,046,318 92,518 8,138,836 

30 
（99.1％） (28.0％) (98.3％) 

7,976,165 25,926 8,002,091 

R1 
（98.0％） (14.3％) (97.7％) 

7,815,738 3,708 7,819,446 

R2 
（94.4％） (0.1％) (94.3％) 

7,379,104   2 7,379,106 

                  （ ）内は、対前年比 
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（２）被保険者一人当たりの医療費   （単位：円） 
区分 

 
年度 

一  般 退  職 医療費総額 

28 393,533 362,944 392,747 

29 407,614 382,305 407,308 

30 421,283 418,161 421,274 

R1 431,546 463,500 431,561 

R2 418,530     0 418,530 

R1 
97.0％ 0％ 97.0％ 

R2 

 

 

 

５ 保険税の状況 
 
 （１）保険税収納状況（現年度分）全被保険者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）一人当たり保険税額（当初賦課時点）    （単位：円、％） 

年度 

 区分 
28 29 30 R1 R2 

 

保険税額 80,235 78,512 86,443 86,164 86,990  

前年度対比(%) 100.60 97.85 110.10 99.68 100.96  

 

区分 
年度 

保  険  税 一世帯当たり 一人当たり % % 

収 納 額 (千円） 保険税収納額（円） 税収納額（円） 対前年比 収納率 

28 1,605,099 127,958 76,234 98.8 94.4 

29 1,507,189 124,520 75,427 93.9 94.4 

30 1,553,634 133,131 81,792 103.1 94.1 

R1 1,486,468 131,990 82,039 100.3 93.4 

R2 1,452,322 130,616 82,373 100.4 94.3 
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６ 保健事業の状況 
 （１）特定健診受診率（法定報告） 

区分 対象者 受診者数 
受診率 県平均 

受診率  順位 

28 15,100人 3,783人 25.1% 40 34.8％ 

29 14,455人 4,359人 30.2% 39 35.4％ 

30 13,725人 4,132人 30.1% 39 35.1％ 

R1 13,240人 3,842人 29.0% 39 34.1% 

 
（２）特定保健指導実施率（法定報告） 

区分 
動機付け支援 積極的支援 保健指導 

実施率 

県平均 

実施率 対象者 終了者数 対象者 終了者数 

28 373人 44人 103人 ６人 10.5% 23.3％ 

29 464人 24人 111人 1人 4.3% 22.3％ 

30 407人 60人 112人 4人 12.3% 25.4％ 

R1 418人 168人 102人 31人 38.3% 26.6％ 

 
７ その他給付の状況等 
 （１）出産育児一時金・葬祭費 

区 分 件 数  一件当たり（円） 支給額（円） 

出産育児一時金 37 420,000 15,519,925 

葬  祭  費 105 50,000 5,250,000 

合   計 142 ― 20,769,925 

             

 （２）国保人間ドック施設利用助成 
   国保被保険者の疾病の早期発見、早期治療に役立てるため、人間

ドック利用者に助成を行っている。 

施設名 人間ドックの種類 助成金額 件数 支給額（円） 

北播磨 

総合医療センター 

日帰りコース 24,000円 117 2,808,000 

１泊２日コース 40,000円   34 1,360,000 

北播磨 

総合医療センター 

以外 

日帰りコース 
費用の１/２以内、  
限度額 12,000 円 55 654,161 

１泊２日コース 
費用の１/２以内、  
限度額 20,000円 1 20,000 

脳ドック 12,000円 4 48,000 

合   計 211 4,890,161 

  ※北播磨総合医療センターは脳ドックのメニューが無い（R2年度）。 



前年対比

決算額（A） 構成比 決算額（B） 構成比 （B）/（A）

1,555,674 16.9% 1,537,178 17.2% 98.8%

3,963 0.0% 3,129 0.0% 79.0%

1,559,637 16.9% 1,540,308 17.2% 98.8%

0 0.0% 14,572 0.2% 皆増

6,653,636 72.3% 6,343,932 70.8% 95.3%

保険者努力支援分 14,731 0.2% 27,317 0.3% 185.4%

特別調整交付金分 12,004 0.1% 26,504 0.3% 220.8%

県繰入金２号分 139,909 1.5% 176,183 2.0% 125.9%

特定健診負担金 15,188 0.2% 16,860 0.2% 111.0%

小計 181,832 2.0% 246,864 2.8% 135.8%

6,835,468 74.3% 6,590,797 73.6% 96.4%

556,537 6.0% 542,518 6.1% 97.5%

235,788 2.6% 235,000 2.6% 99.7%

792,325 8.6% 777,518 8.7% 98.1%

0 0.0% 0 0.0% -

19,007 0.2% 32,893 0.3% 173.1%

9,206,437 100.0% 8,956,088 100.0% 97.3%

繰越金

退職被保険者

国庫補助金

その他の収入

合計

普通交付金

県
補
助
金

一般被保険者

計

特
別
交
付
金

一般会計繰入金（法定内）

一般会計繰入金（法定外）

令和2年度　国民健康保険特別会計決算（歳入）

令和元年度 令和2年度
科　　目

保
 

険
 

税

繰
入
金

計

（単位：千円）

計
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前年対比

決算額（A） 構成比 決算額（B） 構成比 （B）/（A）

93,260 1.0% 88,060 1.0% 94.4%

療養給付費 5,685,220 60.4% 5,412,559 58.5% 95.2%

療養費 63,575 0.7% 45,899 0.5% 72.2%

小計 5,748,795 61.1% 5,458,458 59.0% 94.9%

高額療養費 824,718 8.8% 819,965 8.8% 99.4%

出産育児諸費 23,099 0.2% 15,528 0.2% 67.2%

葬祭費 5,550 0.1% 5,250 0.1% 94.6%

移送費 0 0.0% 0 0.0% -

結核医療附加金 7 0.0% 347 0.0% 4957.1%

計 6,602,169 70.2% 6,299,548 68.1% 95.4%

療養給付費・療養費 2,598 0.0% 1 0.0% 0.0%

高額療養費 787 0.0% 0 0.0% 0.0%

小計 3,385 0.0% 1 0.0% 0.0%

17,100 0.2% 15,530 0.2% 90.8%

- - 20 0.0% 皆増

6,622,654 70.4% 6,315,099 68.3% 95.4%

一般分 1,794,478 19.1% 1,821,398 19.7% 101.5%

退職分 2,811 0.0% 1,575 0.0% 56.0%

一般分 557,598 5.9% 540,619 5.8% 97.0%

退職分 998 0.0% 117 0.0% 11.7%

182,588 2.0% 171,968 1.9% 94.2%

2,538,473 27.0% 2,535,677 27.4% 99.9%

59,699 0.6% 51,842 0.6% 86.8%

71,168 0.8% 53,649 0.6% 75.4%

18,590 0.2% 197,407 2.1% 1061.9%

9,403,844 100.0% 9,241,734 100.0% 98.3%

一
　
般
　
被
　
保
　
険
　
者

退
職
者
等
被

保
険
者

審査支払手数料

（単位：千円）

計

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

医
療
費
分

後
期
高
齢

者
支
援
金

等
分

計

傷病手当金

介護納付金分

令和2年度　国民健康保険特別会計決算（歳出）

その他の支出（返還金等）

前年度繰上充用金

合計

令和2年度令和元年度
科　　目

　総　務　費

保
　
　
険
　
　
給
　
　
付
　
　
費

保健事業費
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令和３年度 国民健康保険事業状況 
                            

 平 成 30年 度 の 制 度 改 正 に よ り 、 兵 庫 県 が 共 同 保 険 者 と な っ た こ と に

伴 い 、 財 政 ル ー ル が 変 更 さ れ 、 県 全 体 で 国 保 事 業 を 運 営 す る た め に 必

要 な 費 用 を 算 出 し 、 そ れ を 各 市 町 の 加 入 者 数 や 所 得 な ど を 勘 案 し て 納

め る 「 納 付 金 」 の 支 払 い が 発 生 し た 。 平 成 30年 決 算 以 降 、 ３ 年 連 続 で

赤 字 決 算 と な っ て い る 状 況 か ら 、 財 政 健 全 化 が 喫 緊 の 課 題 と な っ て い

る 。 そ の た め 、 本 年 度 中 に 三 木 市 国 民 健 康 保 険 財 政 健 全 化 計 画 を 策 定

し 、 令 和 ４ 年 度 か ら 健 全 化 に 向 け た 施 策 を 実 施 で き る よ う に 準 備 を 進

め て い く 。 そ の 中 で 、 市 民 特 に 国 保 加 入 者 に 対 し て は 、 財 政 健 全 化 に

向 け た 取 組 み に つ い て 十 分 に 周 知 を 図 っ て い く 。  

  ま た 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 が 収 ま ら な い 中 、 昨 年

度 策 定 し た 国 民 健 康 保 険 税 の 減 免 、傷 病 手 当 金 を 適 切 に 運 用 し て い く 。 

今 後 に お い て も 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 収 束 が 不 透 明 な 状 況 の

中 で は あ る が 、被 保 険 者 の 健 康 増 進 の た め 、特 定 健 診・特 定 保 健 指 導 の

受 診 率 向 上 の た め に 受 診 勧 奨 に 取 り 組 む 。  

   

  

１ 医療費適正化対策の推進 

 （ １ ） 診 療 報 酬 明 細 書 の 点 検 強 化 ・ 年 間 の 縦 覧 点 検  

   ア  被 保 険 者 資 格 の 点 検 及 び 内 容 点 検  

    イ  第 三 者 行 為 事 故 に か か る 求 償 事 務 の 徹 底  

 （ ２ ） 医 療 費 通 知 の 送 付  

   通 知 回 数   年 間 ６ 回 （ 年 間 を 通 し て ）  

   通 知 項 目   受 診 者 氏 名 、診 療 月 、医 療 区 分（ 入 院 、通 院 、歯 科 、

薬 局 ） 、 診 療 日 数 、 医 療 費 の 額 、 医 療 機 関 名  

 （ ３ ） ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 差 額 通 知 の 実 施  

   通 知 回 数   年 間 ３ 回  

  （ ４ ） 被 保 険 者 資 格 適 用 の 適 正 化  

     他 保 険 と 重 複 し て い る 人 の 調 査 及 び 指 導  

（ ５ ） 重 複 受 診 及 び 多 剤 投 与 者 へ の 通 知 を 送 付  

   同 一 成 分 薬 剤 又 は 同 種 同 効 薬 剤 を ２ 施 設 以 上 の 医 療 機 関 か ら 定

期 的 に 処 方 さ れ て い る 方 や 、 連 続 し て ２ 施 設 以 上 の 医 療 機 関 で 処

方 さ れ て い る 重 複 受 診 者 、多 剤 該 当 者 に 通 知 を 送 付 し た り 、電 話 ・

訪 問 指 導 を 行 う 。  
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２ 国民健康保険税収納率向上対策の推進 

 （ １ ） 徴 収 計 画 の 策 定 と そ の 実 践  

（ ２ ） 収 納 率 向 上 対 策 事 業  

   ア  被 保 険 者 へ の 納 税 指 導 の 徹 底  

   イ  ペ イ ジ ー 口 座 振 替 サ ー ビ ス の 推 進  

   ウ  コ ン ビ ニ 収 納 の 推 進  

   エ  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 の 推 進  

   オ  資 格 遡 及 の 徹 底 指 導  

   カ  イ ン タ ー ネ ッ ト 公 売 に よ る 納 税 指 導  

 （ ３ ） 納 期 内 納 付 の 推 進  

   ア  被 保 険 者 証 更 新 時 の 納 付 相 談 、 納 税 指 導 の 強 化  

   イ  市 広 報 紙 、 エ フ エ ム 三 木 の 活 用  

  （４）滞 納 整 理  

   ア  差 押 え 等 滞 納 処 分 の 強 化  

   イ  滞 納 者 の 生 活 実 態 調 査 の 実 施  

   ウ  所 得 無 申 告 世 帯 に 対 す る 申 告 指 導 （ 証 更 新 前 ）  

   エ  短 期 証 ・ 資 格 証 の 発 行  

オ  差 押 物 品 の イ ン タ ー ネ ッ ト 公 売  

 
 
３ 保健事業の充実強化  

 （ １ ） 一 般 保 健 予 防 事 業  

健 診 等 の 受 診 勧 奨 、 健 康 教 室 を 開 催 す る な ど 、 健 康 教 育 、 予 防

活 動 を 実 施 す る 。  

 （ ２ ） 特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事 業  

40歳 ～ 74歳 の 国 保 加 入 者 を 対 象 に 、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム

に 着 目 し た 特 定 健 診 と 特 定 保 健 指 導 を 実 施 し 、 生 活 習 慣 病 の 有 病

者 と 予 備 群 の 減 少 を 目 指 す 。 今 年 度 も 、 未 受 診 者 に 対 し て 勧 奨 は

が き を 送 付 す る と と も に 、 電 話 に よ る 受 診 勧 奨 も 行 う 。 定 期 的 に

病 院 に 行 っ て い る と い う 理 由 で 受 診 し な い 国 保 加 入 者 も 多 い こ と

か ら 、 昨 年 度 か ら 実 施 し て い る 「 み な し 健 診 」 を 拡 充 さ せ る 。  

健 診 受 診 率 に つ い て は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 か ら 兵

庫 県 全 体 で も 下 が っ て い る が 、 ま ず は 、 ４ １ 市 町 中 ３ ９ 番 目 と い

う 受 診 率 の 順 位 を １ つ で も 上 げ ら れ る よ う に し て い き た い 。  

ま た 、 健 康 増 進 課 と 連 携 し て 特 定 保 健 指 導 を 充 実 し 、 生 活 習 慣

病 の 予 防 等 を 行 う 。  
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 （ ３ ） 生 活 習 慣 予 防 対 策 事 業  

町 ぐ る み 健 診 （ 特 定 健 康 診 査 ） の 受 診 率 向 上 や 保 健 指 導 の 観 点  

か ら 、 レ セ プ ト お よ び 健 診 履 歴 に 基 づ く 地 区 別 の 疾 病 分 類 調 査 に

よ り 、 効 率 よ く 受 診 勧 奨 や 保 健 指 導 を 行 う 。  

（ ４ ） 人 間 ド ッ ク 助 成 事 業  

病 気 の 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療 を 目 的 と し て 、 人 間 ド ッ ク や 脳 ド ッ  

ク の 施 設 利 用 助 成 を Ｐ Ｒ し 、 利 用 促 進 に 努 め る 。  

（ ５ ） 健 康 ポ イ ン ト 事 業 の 実 施  

  18歳 以 上 の 国 保 加 入 者 を 対 象 と し て 、 特 定 健 診 (基 本 健 診 )な ど  

  健 康 づ く り の 活 動 の 取 組 を ポ イ ン ト 制 に し 、 集 め た ポ イ ン ト の 合

計 点 数 で 地 元 産 品 な ど と 交 換 で き る 事 業 を 実 施 し 、 健 康 づ く り に

取 り 組 む 意 識 の 向 上 を 図 る 。  

 （ ６ ） 糖 尿 病 性 腎 症 重 症 化 予 防 事 業  

   特 定 健 診 の 結 果 か ら 対 象 者 を 抽 出 し 、 か か り つ け 医 と 連 携 し 、

重 症 化 を 予 防 す る た め 保 健 指 導 を 行 う 。  

 
 
４ 町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定  
  町 ぐ る み 健 診 の 受 診 率 の 向 上 を 目 指 し 、 三 木 市 と と も に 健 診 の 普

及 及 び 受 診 啓 発 活 動 に 取 り 組 ん で い た だ け る 企 業 ・ 団 体 を 募 集 し て

『 町 ぐ る み 健 診 推 進 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 』 を 締 結 す る 。  

 （ １ ） 対 象 企 業 等  

市 内 で 営 業 活 動 又 は 事 業 を 行 う 企 業 等 で あ っ て 、 町 ぐ る み 健 診

の 普 及 及 び 受 診 啓 発 活 動 に 意 欲 を 有 す る も の  

 （ ２ ） 協 定 企 業 等 の 実 施 事 項  

① 町 ぐ る み 健 診 の 受 診 啓 発 リ ー フ レ ッ ト の 配 布 、 ポ ス タ ー の 掲

示 等  

   ② 町 ぐ る み 健 診 の 受 診 啓 発 イ ベ ン ト の 開 催  

   ③ 町 ぐ る み 健 診 の 実 施 に 係 る 協 賛 に 関 す る こ と 。 等  
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５ 国民健康保険特別会計財政健全化計画の策定 

  将 来 に わ た り 安 定 的 な 運 営 が 可 能 と な る よ う 本 市 の 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 の 繰 上 充 用 、 法 定 外 繰 入 の 解 消 を 図 る た め 、 国 民 健 康 保 険

財 政 の 健 全 化 に 向 け て 本 計 画 を 策 定 す る 。  

 （ １ ） ス ケ ジ ュ ー ル  

令 和 ３ 年 度 第 １ 回 三 木 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 に て 諮 問 し 、

議 論 の 場 を 経 て 答 申 を 得 る 。  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 議 会 に 国 民 健 康 保 険 税 条 例 改 正 案 を 上 程 す る 。  

 （ ２ ） 計 画 実 施 年 度  

令 和 ４ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で の ３ 年 間  

 
 
６ その他 

（１）国民健康保険証と高齢受給者証の一体化について 

 令和３年１２月更新の国民健康保険証から、高齢受給者証と一体化する。 

 一体証の有効期限は「７月末」となる。 

 （令和2年度までの有効期限：国民健康保険証 11月末、高齢受給者証 7月末） 

 

 【スケジュール】 

   ①高齢受給者証の更新 

    令和3年8月１日更新の高齢受給者証の有効期限が令和3年11月30日

となる。 

   ② 保 険 証 ・ 高 齢 受 給 者 証 の 更 新 ： 初 め て の 一 体 証 交 付  

    令和3年12月1日更新の保険証が、高齢受給者証との一体証で発行され

る。 

   ③一体証の更新：有効期間が１年間となる一体証の交付 

    令和4年8月1日更新の一体証から有効期限が１年間となる。 

 
 
 

                        R3.8               R3.12                  R4.8                          R5.8 

 

                       高齢受給者証    一体証(8か月)      一体証(12か月) 

(4か月) 
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（２）オンライン資格確認の導入 

 令和３年３月から本格稼働の予定であったオンライン資格確認だが、「医療機

関等の準備が当初予定どおりに進んでいない」「システムの根幹となるデータの

精度に問題がある」等の課題から、令和３年１０月（予定）からの本格運用に延

期されている。 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになるこ

とについて、引き続き周知を図る。 

 

 



前年対比

当初予算額（A） 構成比 当初予算額（B） 構成比 （B）/（A）

1,516,811 16.1% 1,416,624 15.2% 93.4%

3,174 0.0% 2,238 0.0% 70.5%

1,519,985 16.1% 1,418,862 15.2% 93.3%

6,702,755 71.1% 6,671,481 71.4% 99.5%

保険者努力支援分 27,317 0.3% 24,259 0.2% 88.8%

特別調整交付金分 11,353 0.1% 11,208 0.1% 98.7%

県繰入金２号分 331,752 3.5% 401,427 4.3% 121.0%

特定健診負担金 15,188 0.2% 16,860 0.2% 111.0%

小計 385,610 4.1% 453,754 4.8% 117.7%

7,088,365 75.2% 7,125,235 76.2% 100.5%

552,118 5.9% 539,544 5.8% 97.7%

235,000 2.5% 235,000 2.5% 100.0%

1 0.0% 1 0.0% 100.0%

787,119 8.4% 774,545 8.3% 98.4%

1 0.0% 1 0.0% 100.0%

26,530 0.3% 26,357 0.3% 99.3%

9,422,000 100.0% 9,345,000 100.0% 99.2%

令和３年度　国民健康保険特別会計予算（歳入）

（単位：千円）

科　　目
令和２年度 令和３年度

退職被保険者

財政調整基金繰入金

計

その他の収入

繰
入
金

一般会計繰入金（法定内）

計

合計

繰越金

保
 

険
 

税

一般被保険者

県
補
助
金

普通交付金

特
別
交
付
金

計

一般会計繰入金（法定外）
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前年対比

当初予算額（A） 構成比 当初予算額（B） 構成比 （B）/（A）

104,340 1.1% 102,416 1.1% 98.2%

療養給付費 5,788,030 61.4% 5,725,148 61.2% 98.9%

療養費 51,360 0.6% 52,374 0.6% 102.0%

小計 5,839,390 62.0% 5,777,522 61.8% 98.9%

高額療養費 822,346 8.7% 853,395 9.1% 103.8%

出産育児諸費 18,910 0.2% 18,910 0.2% 100.0%

葬祭費 5,500 0.1% 5,500 0.1% 100.0%

移送費 20 0.0% 20 0.0% 100.0%

結核医療附加金 30 0.0% 660 0.0% 2200.0%

計 6,686,196 71.0% 6,656,007 71.2% 99.5%

療養給付費・療養費 22 0.0% 0 0.0% 0.0%

高額療養費 51 0.0% 0 0.0% 0.0%

移送費 1 0.0% 0 0.0% 0.0%

結核医療附加金 1 0.0% 0 0.0% 0.0%

小計 75 0.0% 0 0.0% 0.0%

16,743 0.2% 16,362 0.2% 97.7%

0 0.0% 90 0.0% 皆増

6,703,014 71.2% 6,672,459 71.4% 99.5%

一般分 1,821,398 19.4% 1,774,673 19.0% 97.4%

退職分 1,576 0.0% 1,254 0.0% 79.6%

一般分 540,620 5.7% 540,876 5.8% 100.0%

退職分 117 0.0% 331 0.0% 282.9%

介護納付金分 171,968 1.8% 172,273 1.8% 100.2%

2,535,679 26.9% 2,489,407 26.6% 98.2%

70,214 0.7% 71,685 0.8% 102.1%

8,753 0.1% 9,033 0.1% 103.2%

0 0.0% 0 0.0% -

9,422,000 100.0% 9,345,000 100.0% 99.2%

後
期
高
齢

者
支
援
金

等
分

審査支払手数料

　総　務　費

保健事業費

令和３年度　国民健康保険特別会計当初予算（歳出）
（単位：千円）

科　　目
令和２年度 令和３年度

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

医
療
費
分

計

計

傷病手当金

その他の支出（返還金等）

前年度繰上充用金

合計

保
　
　
険
　
　
給
　
　
付
　
　
費

一

般

被

保

険

者

退

職

被

保

険

者
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平成29年度

三木市 三木市
標準保険税

率
比較 三木市

標準保険税
率

比較 三木市
標準保険税

率
比較 三木市

標準保険税
率

比較

所得割 5.90% 6.50% 7.13% △ 0.63% 6.50% 7.54% △ 1.04% 6.50% 8.22% △ 1.72% 6.50% 8.06% △ 1.56%

均等割 24,000 25,000 28,722 △ 3,722 25,000 30,703 △ 5,703 25,000 33,861 △ 8,861 25,000 33,314 △ 8,314

平等割 19,500 20,000 20,195 △ 195 20,000 21,588 △ 1,588 20,000 23,397 △ 3,397 20,000 22,908 △ 2,908

賦課限度額 ５４万円 ５８万円 ５８万円 0 ６１万円 ６１万円 0 ６３万円 ６３万円 0 ６３万円 ６３万円 0

所得割 2.10% 2.30% 2.60% △ 0.30% 2.30% 2.71% △ 0.41% 2.30% 2.75% △ 0.45% 2.30% 2.81% △ 0.51%

均等割 7,500 9,000 10,508 △ 1,508 9,000 10,999 △ 1,999 9,000 11,164 △ 2,164 9,000 11,328 △ 2,328

平等割 6,000 7,000 7,388 △ 388 7,000 7,734 △ 734 7,000 7,714 △ 714 7,000 7,790 △ 790

賦課限度額 １９万円 １９万円 １９万円 0 １９万円 １９万円 0 １９万円 １９万円 0 １９万円 １９万円 0

所得割 1.60% 2.00% 2.26% △ 0.26% 2.00% 2.57% △ 0.57% 2.00% 2.48% △ 0.48% 2.00% 2.56% △ 0.56%

均等割 7,000 8,000 11,743 △ 3,743 8,000 13,401 △ 5,401 8,000 12,889 △ 4,889 8,000 13,011 △ 5,011

平等割 5,500 6,000 5,501 499 6,000 6,258 △ 258 6,000 6,477 △ 477 6,000 6,595 △ 595

賦課限度額 １６万円 １６万円 １６万円 0 １６万円 １６万円 0 １７万円 １７万円 0 １７万円 １７万円 0

所得割 9.60% 10.80% 11.99% △ 1.19% 10.80% 12.82% △ 2.02% 10.80% 13.45% △ 2.65% 10.80% 13.43% △ 2.63%

均等割 38,500 42,000 50,973 △ 8,973 42,000 55,103 △ 13,103 42,000 57,914 △ 15,914 42,000 57,653 △ 15,653

平等割 31,000 33,000 33,084 △ 84 33,000 35,580 △ 2,580 33,000 37,588 △ 4,588 33,000 37,293 △ 4,293

令和元年度 令和２年度 令和３年度

基
礎
課
税
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

合
計

国 民 健 康 保 険 税

項目 平成30年度
別

紙
１


